
新型コロナウイルス感染症について 

新型コロナウイルス感染症は５類感染症へ移行しましたが、ウイルスの性質が変わったわけではありません。 

安心して学校生活を送ることができるように、引き続き以下の感染防止対策を行ってください！ 

自分の健康状態の把握 

 

～健康チェック～ 

熱は無いかな？ 

風邪症状は無いかな？ 

教室の換気 

 

２方向の窓を同時に 

開けて換気をしっかり 

しましょう！！ 

手洗いの徹底 

 

～手洗いのタイミング～ 

・食事の前 

・トイレの後 

・掃除の後 

・外出から戻った時 等 

食事の仕方 

 

飛沫が飛ばないように、 

大きな声では話さず、 

向かい合わせでは食べな

いようにしましょう！！ 

〇出席停止期間：発症日を０日として５日経過かつ症状が無くなってから２４時間経過するまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本スポーツ振興センターの制度について 

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、国、学校の設置者（岐阜県）、保護者の三者の負担

により成り立つ互助共済制度です。国の公的制度ですから、安い掛け金で、厚い給付が行われます。 

保育園・幼稚園の時から継続しているものです。 

 

学校管理下でけがをした時、医療費が支給されます。 

＊給付を受けられる場合 ：  学校管理下（登下校中や部活動中、授業中など）でけがをし、医療費が

5,000円以上かかった時。（薬局で支払った分も合算されます。） 

                    領収書で確認してください。 

＊手続きの仕方       ： 書類は保健室にありますので、けがをして病院にかかったら、 

早めに保健室まで来てください。 

＊給付金額          ： 医療費の４割 

                  （公費負担医療制度を利用し、自己負担額が０円のときは、医療費の 1割） 

＊給付は、みなさんの授業料口座に振り込みます。その際は、事前に振り込みの連絡をします。 

 詳しくは「加茂高の生活」P.27，28を見てください。 

学校が始まり１か月が経ちました！ 

そろそろ疲れがたまってくる頃だと思います。 

休息をしっかりとって、５月も頑張りましょうね！！ 

 


